
第2 現状と課題(改革プラン P4 ~) 

2 -1 市町村別契約状況

市町村名 契約件数
分収造林 97 

甲府市 分収育林 19 
言十 1 16 

分収造林 3 
甲斐市 分収 育 林 。

言十 3 
分収 造 林 170 

南アルプス市 分収 育 林 2 
言十 172 

分収造林 38 
中央市 分収育林 。

言十 38 
分収造林 214 

韮 崎 市 分収育林 2 
言十 216 

分収 造 林 58 
北 杜 市 分収育林 。

計 58 

中北林務環境
分収造林 580 
分収育林 23 

事務所管内合計
言十 603 

分収造林 434 
甲州市 分収育林 1 

言十 435 
分収造林 442 

山梨市 分収育林 2 
言十 444 

分収造林 200 
笛 吹 市 分 収 育 林 5 

言十 205 

峡東林務環境
分収造林 1.076 
分収育林 8 

事務所管内合計
計 1.084 

分収造林 132 
市川三郷町 分収育林 。

計 132 
分収造林 86 

富士川町 分収育林 。
言十 86 

分収造林 89 
早川町 分収育林 。

計 89 
※分収造林公社が費用負担して極殺、

契約人数 面積(ha)

241 242.88 
27 18.31 

268 261.19 
3 14.23 。 0.00 
3 14.23 

230 153.55 
2 1.31 

232 154.86 
39 41.07 。 0.00 
39 41.07 

217 205.14 
2 4.14 

219 209.28 
146 183.31 。 0.00 
146 183.31 
876 840.18 
31 23.76 

907 863.94 
503 632.77 

0.71 
504 633.48 
493 817.80 

2 4.77 
495 822.57 
629 705.82 

2 11.83 
631 717.65 

1.625 2.156.39 
5 17.31 

1.630 2.173.70 
163 270.39 。 0.00 
163 270.39 
84 216.34 。 0.00 
84 216.34 
86 145.13 。 0.00 
86 145.13 

Z里
分収育林育成途上の森林を公社が費用負担して管理

「名
明人8強50E2童1E69E2 t林 517 

身延町 :$H 育林 2 1 2.30 
519 85 1.018.92 

手子時 i告林 59 8 22 7.01 
南 部 町 分時 育林 2 ~.65 

61 91 229.66 

峡南林務環境 守分司収王育造京林
883 1.271 1.875.49 

事務所管内合計
4 3 4.95 

事同 887 1.274 
分収 造林 235 237 708.29 

大月市 分 収 育林 1 1.00 
言 236 238 709.29 

E林 128 12 336.12 
都 留 市 うH 育林 2 2.70 

130 13 338.82 
ラナ品 造林 219 25 829.89 

上野原市 分4育林 。 。 0.00 
219 250 829.89 

E林 5 22 49.41 
西 経 町 分4育;林 。 。 ).00 

言回 一 5 22 4 l.41 
分止

造膏京林
127 344 352.16 

道志村 分止 。 。 。。。
127 344 352.16 

手十Hi告本木 11 12 63.35 
丹波山村 分4育林 。 。 0.00 

11 1 63.35 
長十 49 B 214.15 

小菅村 分4育林 。 0.00 
49 80 214.15 

E林 10 16 17.71 
富士吉田市 手H 育林 1 29 

1 1 17 3.00 

三手主十』H 
造林 13 219.93 

富 士 河口湖町 音林 2 4.82 
15 224.75 

環富境士事ー合東務計部所1管内
E林 797 1.103 2.791.01 

手子H 盲林 6 6 9.81 
803 1，109 2.8旦0.82

3.336 4，87.5 7.663.07 
合計 分収育林 41 45 55.83 

E 3.377 4.920 7.718.90 
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2-2 分収林県内分布図
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2-3 樹種別 林齢見IJ面積 H23.3.31現在 2-4 市町村別・樹種別面積 H23.3.31現在
単位 ha

特齢 スギ ヒノキ アカマツ カラマツ その他広 総計

9 1.42 1.42 

10 10.12 0.02 10.14 

11 3.45 29.04 0.16 32.65 

12 27.58 0.13 27.71 

13 41.89 1.11 0.47 43.47 li官

Xギ '" ~/'キ l ャ 7カマヴ l カラマツ l その坦14 1 '"蹄?

育# 1遭111膏輔 |董.111宵#1董#1膏梓 壷枠 I.i悼 l量:111膏輯 l量肺 | 合計|起草00
O田 110.941 14J4 1 174.591 1.94 1 43曲 1 4日 1 0.97 1 9.目 1 18.31 1 242.881 261191 3.4 

1 0301 1 <.451 1 1.411 1 0.321 1 U51 0加 1 14.131 14231 0.2 
1441 1.31 1 141.951 1 5.80 1 1 4.361 1.31 1 153.551 154.861 2.0 
aω 目前 1 8661 12.1510加 141.07 1 41.07 1 0.5 

2.52 1 4.14 1 I帥.931 1 12.481 1 19.011 1.t51 4.141 205.141 209.281 2.7 
14 3.80 49.36 0.24 53.40 659 1 1 32.01] 1 85.日 15t.66 1 1 7.40 1 0加 1183.31 1 183.31 1 2.4 
15 0.30 76.88 0.20 77.38 0661 22.191 20.191町2.821 1.94 1 I日日 1 0凹 175.59 1 0.97 1 26.0 I 1 23.76 1以0.181863.941 11.2 
16 0.40 82.96 0.26 0.22 83.84 1 I7.72 1 0.71 1 475目 1101.64 1 1 14.94 1 1 22.54 1 0.71 1日2.771 633.48 1 8.2 
17 0.77 86.93 0.29 87.99 18.111 4.171 620.181 1 82891 1 73.901 1 22.721 4.771 817.801 8目.571 10.7 
18 7.92 104.43 0.42 112.77 12891 IU31477.421 1155.651 1 40.011 0.101 19.801 118317田8217t7.651 9.3 
19 9.26 99.96 1.60 0.46 111.28 O回 148.721 17.2111.573.531 0曲 1340.18 1 凹 1128.901 0.101 65.061 tl.31 12.1臼3912.173.701 28.: 

20 9.48 133.28 0.37 143.13 目制.361 泊2.041 1 10.321 1 17.671 0曲 1270.39 1 270.39 1 3.5 

21 22.97 144.96 2.1 0 1.84 171.87 28凶 1119.531 1 41.041 1 27.721 0朗 1216.341 216.341 28 

22 20.45 162.98 1.27 0.51 185.21 73.871 1 129.881 1 0.701 1 0.681 0国 1145.131 145.131 1.9 

23 51.62 220.05 1.26 272.93 0301153.t71 2朗 1718.381 1 41.931 1 2.001 1 IOLt41 2加 11.0166211.018921 132 

24 65.21 280.27 5.28 1.94 352.70 |岨711 2651 141.581 日21 2.65 1 mOI 1 229.66 1 3.0 

25 75.19 277.96 0.92 3.94 358β1 330 1 316.161 4.6511.311.411 0皿 19329 1 0.00 1 加 1 0∞1 151.931 4.9511引5.491 I .880“1 24.4 

26 84.02 275.Q2 1.68 2.83 1.94 365.49 

27 71.99 290.92 0.50 6.25 369.66 

28 57.70 307.30 1.01 3.84 369.85 

29 55.87 290.44 1.40 6.05 6.70 360.46 

30 45.33 293.64 1.00 5.78 3.11 348.86 

31 49.30 270.17 6.62 15.55 3.23 344.87 

32 71.51 228.03 17.69 j 1.77 6.15 335.15 

1加 1227.571 目2回 192.39 1 1 7.56 1 1 7.97 1 I国 1708.29 1 7凹目 9.2

1 1皿181 2.701 220.671 1 t2.791 1 2皿 1 0.48 1 2.70 1担問 121338821 4.4 

286.12 1 1 5岨 451 1 20.41 1 1 3.461 1 10.451 0朗 18目891829.891 10.8 
10.401 1 33721 1 5.01 1 1 0.281 0朗 149.411 49411 0.8 

127.111 1 206.351 1 1.931 1 16.77 1 0国 |羽21613臼161 4.6 

18.10 1 1 4497 1 1 0.281 0朋 163.35 1 63.35 1 0.8 

51.97 1 1 156.79 1 1 1.29 1 1 2.67 1 1 1日1 0朗 1214.151 214凶 2.8

口61 4.261103113.451 .1 1 1.2911771119001 02 
33 59.49 229.04 16.42 2t.51 7.72 334.18 0451 14.591 4.371 田511 1 13861 1 90.291 7.881 4.821 219.931 224.751 2.9 
34 54.80 219.15 33.85 3.62 14.4 7 325.89 171 1 840.301 8.1011.日1711 叩01142471 0001 110.991 0朋 145.54 1 9.81 12.7引刷 12.800.821 36.3 
35 56.34 200.06 20.88 11，74 10.65 305.67 281111訂.371 SQlo悶備制川 1.94 1 13Jl.51 1 0拍|昨8.181 1.011 289.制 I5$83 17凪M干IJ.71MO1 I冊。
36 37，34 140.28 50.78 10.36 26.97 265.73 

37 21.53 79.84 24.50 4.01 3.75 133.63 

38 18.16 48.81 21.39 2.17 0.86 91.39 

39 9.03 29.83 26.35 8.93 2.12 76.26 

40 55.79 104.16 63.74 13.64 19β1 256.94 

41 45.65 66.98 117.34 45.08 20.86 295.91 

42 67.21 108.34 138.50 29.14 33.90 377.09 

43 48.64 71.70 97.63 27.92 38.71 284.60 

44 31.1 6 37.77 43.20 50.65 30.67 193.45 

45 12.09 10.54 55.35 27.88 17.79 123.65 

46 6.05 7.34 2.63 17.84 3386 

51 0.22 0.19 0.41 

総計 1，230，04 5，139.62 74t.45 318.18 289.61 7.718.90 

※分収造林と二者育林の合計面積。
9年生は平成 14年度に一部補植した造林地.51写生lま分収育林地白ー部。
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(造林事業)

単位 h，、作業路(~)

分 収 造 林 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 HJ1 HJ2 HJJ H34 H35 H36 H37 H36 H39 H40 H41 H42 H43 
H44 

言+
-64 

つる切 44 36 33 35 39 34 36 32 13 5 2 3 5 5 322 

クズ枯鞍 22 " 12 8 6 2 69 

獣害防除 139 130 130 121 111 91 79 " 39 25 26 21 21 17 13 11 16 9 3 1.061 

除伐 22 01 16 5 76 

枝 打1 10 10 

絞 打2 81 61 49 44 62 35 10 348 

間伐 428 418 398 014 245 207 171 119 79 51 51 42 41 34 26 23 32 19 5 2，703 

作業路 3.000 3.000 3，000 3，000 3，000 3.000 3.000 5.000 5，000 5.000 5.000 5.000 5，000 5.000 3.000 3.000 3.000 3，000 2.000 70.000 

746 700 640 527 463 369 297 210 131 81 79 66 67 56 39 34 48 28 8 4，589 
首十

|イ晴路 3，000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5，000 5，000 5.000 5.000 5.000 5.000 5，000 3.000 3.000 3，000 3，000 2.000 70.000 

分 収 育 林 H24 H25 H28 H27 H28 H29 H30 HJ1 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 
H44 

言十
-64 

枝 打2 2 2 

間伐 5 3 5 2 2 5 2 25 

脅十 7 3 5 2 2 5 2 27 

746 I 707 叫 527j 4641 374 I 2悶 212I 日 811. 79 回目7I 56 I 39 I 34 I 48 I 28 I 4.616 
合計

|作醐 3.000 I 3醐 3醐 3，000 I 3，000いF国 oI 3，000 I 5.000 叩 00I 5，000 I 5醐 5.000 I 5.000 I 5.000 I 3.000 I 3.000 I 3.000 止000I 2.0凹 70.000 

年度別・作業種別保育面積と伐採面積の見込み2-5 

(害毒)

県有林における保育 伐採面積の実績

森林整備事業量の推移(見込み)

(世量 h，、請負唖千円)

年度 平成18年度 平成19年度 平鹿20年度 平成21年産 平成22年産

作業内容 数量 請負甑 数量 請負傾 敏量 請負闘 般量 話負頗 般量 請負領 数量 請負翻

つる切 444 .35，971 '" 47，341 535 42，715 38< 30，840 271 22.414 453 35，856 

除伐 105 19.370 158 28，025 307 49，904 124 19.749 71 18，271 153 25.46~ 

間伐 1.23 I 283.288 1，525 345，843 1.287 H5，505 7喝7 144，575 551 97.624 1，072 223，367 

枝打ち 236 0606，730 268 68，718 222 58，180 111 26，019 80 21，058 18' 4041 

保育面積合計 2.u16 405，359 2，580 481，927 2，351 388，304 1，386 221，183 '" 151，367 1，861 329.626 

(単位 ha)

-樺宵面積 一一

ート
U 位探面宿 一一

-rn-~ー

i l. 11 
lhlJJJUI If.. f.L 1I 111111." 

800 ~・

700 --1 

600 

500 

400 

300 

200 

に正二1
 
3
 

7
 

1
 
5
 

8
 

1
 d -

6
 

6
 

錨
慣函伺

篠
崎
山

16 

100 

寸匂国 o ~寸@凶 o N 寸回∞ o N ~ ~ 00 0 N ~ ~ 

2 22 2 2 2 2主主主主主主主 E E E 主主主主主

。



2-6 森林所有者(分収林契約者)を対象としたアンケート調査結果

O 長引く木材価格の低迷等により伐採収入は大きく低下しており、伐採後に放置される再造林放棄地の発生が大きな社会問題となっていることから、林業公社の分収

林契約者を対象に、分収林契約満了後に返還される林地の取り扱いについて、郵送によるアンケー卜調査を行った。

O 調査数 1，000人、回答者数 470人(回答率 47%) 

個人有林 |財産区有林| 社寺有林

953 16 23 

O 調査期間 平成22年12月10日~平成22年12月末日

O 主な調査項目及び回答

問 契約満了時に伐採収益が見込めない場合の取り扱い

共有林

6 

1 収益は低くても契約満了時に伐採し、分収して契約を終了する。

2 契約終了時に公社の持分を買い取り、森林の状態で契約を終了する。

3 契約期聞を20年程度延長し、木材価格の回復を待つ。

4 現時点では判断できない。

問 契約終了後の皆伐跡地の取り扱い

(上記聞で r1 Jを選択した方への質問)

1 再び植林(再造林)を行う。

2 何もしない。

3 長期施業受託機関があれば、費用負担があっても委託

問再造林を行わない理由

(上記聞で r2Jを選択した方への質問)

1 再造林を行う資金が立い。

2 再造林を行うための補助制度、依頼先がわからない。

3 上記 1，2の条件が確保されても林業経営を行う意思はない。

会社有

2 

所有形盟

個人有林

財産区有林

社寺有林

共有林

能計

構成比

所有形態

個人

財産直

社寺

部落有

能計

構成比

所有用膳

個人

財産直

社寺

部落有

輯計

構成比

合計

1，000 

1 満期 2 持分
伐楳 買取

6) 2 

1 

1 

JO 2 

15% 。%

1 再造林
2 何も

しない

14 45 

14 47 

20% 67% 

1 貴金 2 ~J度
がない 等不明

11 2 

11 2 

23略 4% 

17 -

3 期間 4 判断 5 無回
能計 構成比延長 不可 書

124 252 8 453 96.0弘

7 8 2.0% 

2 2 5 1. 0% 

1 2 4 1. 0% 

127 263 8 470 100.0弘

27% 56% 2% 100% 

3 施輩
4 無図書 輯計

垂託

6 2 67 

1 1 

1 

1 

7 2 JO 

10% 3% 100弘

3 林輩
4 無回筈 輯計

撤退

30 2 45 

1 1 

1 1 

32 2 4) 

68% 4略 100略



2-7 借入先別償還予定

O 日本政策金融公庫市中金融機関

※ 現在の約定による償還の場合

・元金 78億円 利息 19億円(見込み〕 償還合計 97億円

償還期聞は平成 67年度まで 44年間(H24から償還した場合)

i 5間 一ー一一一一一一! --i ・市中利息
苅.-

E ，恥 薗市中元金
4舗 ili. d ・・E官

ー一一ー一一一一一一個公庫利喧350 

四

m
m
市

川

日

町凶一一一・公庫元金一一

0・v

H 24 H 26H 28H 羽HnHMH36H38H40H42H<<H46H48H50HS2H~HS6HS8HωH62 H64 H“

百万円

毎年度の償還傾 (単位 百万円)

憧遣年度 H24 H15 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H3' H35 H36 H31 H3' H3' H<O H41 H42 H" H44 H45 

冗盆 223 '64 175 169 175 19' 190 195 203 四6 22日2 22< 220 21' 11s 15' 14' 132 lJS '36 '3' '49 

公庫 利息 87 841 82 801 77 7s 731 71 681 66 631 61 581 S5 531 51 491 48 411 45 431 41 

公庫慣遺 310 268 25J 24. '" 2SS 263 266 211 272 20S 28' ". 210 229 20. 194 1曲 192 19' '24 190 

市中 冗金 '0' 1 0~ '0' '06 '08 110 "' 113 '15 117 "' 12' 123 125 841 42 431 44 451 45 。。
金融

利息 301 29 27 251 24 221 20 19 17 16 13 11 9 7 s • 3 2 1 。o 
織聞

市中償還 13' 132 132 13' 132 132 131 131 132 '32 132 132 '32 132 891 46 461 46 461 45 。。
合計 441 41凹 389 380 364 387 39' 397 4剖 40' 417 ‘17 410 ，，)2 317 

'" 
240 226 228 221 174 '" 

慣遣年直 H" H41 H48 H49 制βο H51 H52 H'3 H5' H55 H56 HS1 H58 H59 H60 H61 H62 H63 H64 H65 H66 H61 合計 |

π童 161 176 '"0 ll1 。"16' 1刊 '46 13' 11・ 99 11 621 44 321 28 13 8 7 5 4 

公庫 利息 " 361 JJ 301 26 231 20 16 '3 '0 8 e 4 3 2 1 。o o 。01 ，.64，1 

公庫償還 2帥 212 213 207 19' 179 170 162 '49 '26 '01 771 66 471 3~ 29 14 8 7 5 4 11 7，522 

市中 π金 。。。o 。o o 。。o 。。。。。。。。o o o 01 1，880 

金融
利息 。。。o 。。o 。o o 。o 。。。。。。o o 。o "3 篠田

市中国軍 。。。o 。o o 。。o o 。。o 。。。。o o o 01 2， ¥63 

合計 2国 212 213 201 '" 179 170 ，"2 149 12・ '07 771 $6 471 3~ 29 14 8 7 5 4 11 9，685 

O 山梨県

・借入金総額 195億円(平成 23年度末.未払い利息込み)

・毎年度の償還額は下表のとおりであるが、実際には毎年度、償還期限を迎えたも町田繰 り延ベを行っている。

・貸し付けが必要となる事業経費についても償還期限を契約の最終年度 (平成田年度}としているため、最終年度に巨額な債務の償還が必要となる。

惜入金償還観的推轄 (見込み〕 単位千円 1. 200，000 

. ~恥慣温室 〈元壷〉

・幅慣温壷〈制 息 〉

800，000 

600，000 
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第 3 林業公社改革の基本的な考え方について(改革プラン P 1 0-) 

3-1 分収林の再整備のあり方

1 公社の分収林契約地の今後の森林整備については、これまでの木材生産を目的とした林業経営と公益的機

能の維持増進が両立できるような管理手法に転換することを基本として進めていく。

2 このため、土地所有者自らによる森林整備が進みづらい状況の中で、多額の費用が必要な人工林の再造林

だけでなく、皆伐による森林の荒廃を防ぐ観点から、抜き伐りの繰り返しによる、天然力を活用した広葉

樹林化や針広混交林化といった森づくりの導入を、契約者と協議しながら進めていく。

3 こうした見直しとあわせて、将来負担の圧縮の観点から土地所有者との収益分収割合の見直しについても

検討する。

[ ィ示1 -園・
』庖

且 ..， 
.L 

A， 

JL" 
lL 

A. 

a """ .ι JL 
聾柏lllM岡市首?Iζ
より皆伐

所有者により植裁

人工林として管理

公益的被惟品発揮をE
視し、人工林のみでな〈

針広盟交林他やflll震樹
林化を目指す

113を伐録

-契動期間をE皇し、後き伐LJ:堅織り返し実施

.所帯者と俊揮収益を分収
銀I!'倹りの実施主天然カによる広費制の更新

.所有者k倹楳収益を分収
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収木を全て倹揖し広灘樹緑化
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3-2 森林整備の手法と適用面積

O 森林整備の方向性の基本的な考え方に基づき、分収林の将来の森林整備の手法に

ついて、蒜林の立地条件や土地所有者の意向を勘案し、契約満了の取級い、契約終

了後の森林の形態について、以下のように想定して、契約変更に取り組んでい 〈。

地条件 1 [ 土地所有者の意向 1 [ 竺竺竺L'コ 契約終了後の窓林の形態

「一3一3一%一

再造林を行う

将来も人工林として轟一5B% 
林整備することが適当 1. 467ha 

分収林

7，719 ha 4，445 ha 

① 

← ① 
(7， 719haxO. 58) 

将来lま天然林として
42~崎

管理することが適当

h 

3，274 ha 

(7， 719haXQ.42) 

傾斜 35度以下

道路から 200m以内

と、比較的良好な蘇梓開拓においては、将

来も人工林と Lて森林整備することが適

当であると想定

トー② (4， 445ha X O. 33) 

L-6-7-% -
再造林苦行わない

令
2， 978ha 

刊 445haXO.67)

トー
契約期間を延長

3， 274ha 

② 土地所有者を封車としたア

ンケート鯛査(H22.12)での

伐採跡地の造林由意向田有

需を事考に、再造林圭行わな

い割合を 67目と想定

【契約上の伐期]

現在の契約期間で皆伐 人工林
トー

住期 50.......55年 1，543 ha  20% 

19% 1.467"" 
(土地所有者が費用を負担して再造林

を実施)

契約期聞を20年延長
広葉樹林

1/3程度の閉伎(扱き伐り}ト

36'‘ 3，860 ha  50% を3回実施

54% 4，日6ha (間伎を繰り返す聞に天然更新)

2. 9180a+ (3. 214ha 王百~丁

トー
③ 契約期聞を40年延長 広葉樹林・針広j昆交林

1/3程度の間伐(扱き伐り〉ト
30% 64% 

を3回実施 2，316 ha  

' 2，回5ha (間伐を繰り返す聞に天然更新)27% 

(3. 274ha x O. 64) 

...・・ 目、当 ー 一 一一一一一噌田町一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

③ 土地所有者を対象としたアンケ ト調査制22.12)での契約期間回延長要望的有摘を参考に、提

約期聞を 40年延長する割古を 64%と想定 (r現時点で判断不可』 との回答を鯵いた割合とした)

- 20 -

※契約期聞の延長を要望しない場古にも広葉樹林化には量恒 20年白期間延長が必要と想定

※製約期聞を 40年延長することにより、広葉樹に加えて針葉樹回天然更新が期楕できる.



3-3 分収割合の見直しについて

1 見直しの必要性

O 林業公社の訟立時には、森林整備に要する費用が回収可能な割合として、

分Jlll.造林契約の分収割合を公社60 土地所有者40に設定

O これまでの経営改善の取り組みの中で、低利資金への借り換えなどによ

り将来債務の圧縮に努めてきたものの、現在の制度の中では、これまで以

上の将来負担の削減は困雛な状況

O 現在の木材価格では、今後得られる伐採収入をすべて充てても、これま

で蒜林整備に役じた費用は図版できないことから、将来の財政負担を可能

な限り仰制することが必要

O このため、債務処理に多額の県民負担を伴うことについて、土地所有者

の理解を得た上で、分収書刊合について見直しを行うこととする

2 見直しの内容

O 現行の公社 60、土地所有者40の分収造林契約について、公社 80

土地所有者20に見直しを行う。

※ 土地所有者が植裁や保育等の費用を負担している分収育林については見直しを行わ
ない.

21 
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O 全国の 38公社の中で、分収割合の見直し方針を有してい i

るのは 19公社

O うち 16公社は、既に見直しの取り組みを実施

O 見直し後の割合は、公社 70-90 土地所有者 30-10と幅 ;

があり、平均|立、公社 80 土地所有者 20

事考資料 P22 

1 (蒜林整備に要した費用からの試算)

10 実際の森林整備に公社が負担した額を伐採収入により賄う

! との考え方に基づ〈と

| ロ 森林整備に係る直接事業費と最小限の間接経費からi 園 県からの繍助金を差し引いた額 1 47億円

口 伐採収入見込み総額 1 7 8億円

司 1 47億円 + 1 78億円 82. 5%  

=宅 公社の分収造林割合 80% 

O 
(見直しの考え方)

口他県の見直し状況(70:30-90: 10)の平勾的な水準に

近いものとする

口最低限でも森林整備に要した公社負担分 (147億円)

を伐採収入により賄う水準とする

ロしたがって、土地所有者に一定の割合を求める水準と

して、土地所有者の分収割合 (40/100)を1/2とする



3-4 分収割合見直しの実施方針策定済み林業公社の状況

経営面積 契約件数 分収割合の変更
101'111当た "束ま(h;l) {件〉
ワの誕的

分収割合見
での取

置し取組年
偲道府県 体敏(件

度
組ゐ期 既存割合 変更割合"。 梓業公社等名 /IOh・} rll'(年}名

A 8 8/A c 生Hi: 所有者 金量宇土 所有者

1秋 田県 (財)秋 田 県梓草公 祉 22.044 1.903 0.86 16-24 7 60 40 70 30 

2山形県 (財)山形県梓草公社 15.409 1.500 0.97 

------
ド-

60 40 70 3D 

o 3 福島県 (社)福島県梓草公祉 15.134 2.964 1.96 18-23 5 60 40 80 20 

o 4 群馬県 (社)群馬県枠草公社 5.106 1.489 2.92 18-20 3 60 40 90 10 

5埼玉県 (社)埼玉 県農枠公社 3，157 1.394 4.42 14- 9 60 40 75 25 

o 6 富山県 (社)富山県農林水産公社 7.477 989 1.32 20-24 3 60 40 80 20 

7石川県 明治石川県林草公社 13.738 1.815 1.32 17-28 6 60 40 80 20 

8長野県 (社)星野県#車公社 14，807 1.079 0.73 20-24 3 
55 45 

70 30 
60 40 

9愛知県 (社)愛知県農林公社 4.770 1.952 4.09 16- 7 60 40 70 30 

0
'0 (社)滋賀県造林公社 6.975 766 1.10 ----

ト/
60 40 90 10 

町;滋賀県 ド/
(財)ぴわ湖造林公社 12.409 2.853 2.30 ---- 60 40 90 10 

012 兵庫県 (社)兵庫みどり公社 19.421 977 0.50 18-23 5 60 40 80 20 

13鳥取県 明オ)鳥取県造韓公社 14.565 1.860 1.28 ----
t-..---

60 40 80 20 

14島根県 (社)島根県林草公社 21.996 <.917 0.87 ----戸--- 60 
30- 60- 30-

40 70 40 

15岡山県 (祉)おかやまの議畏備公社 24.243 3.304 1.36 20 1 70 30 80 20 

10 16 広島県 (財)広島県農 林 振 興セント 14，831 1.809 1.22 18-25 5 60 40 70 30 

0"  徳島県 (社)徳島県幹草公社 7.009 953 1.36 18- 5 60 40 70 30 

0
'8 長崎県 (社)畏崎県林業公社 11.295 2，614 2.31 18- 5 60 40 70 30 

19熊本県 (社)阪本県梓草公社 8.605 1.438 1.67 20-24 3 60 40 70 3D 

平 均 12.789 1.767 1.71 5 80.0 20.0 

間分担割合の変更に関わる平均について1;1:， r① 既存由分担割合が60:40Jのうち、 「② 既に見直しを実施清みJであるか、

『③すべての升岨梓を対象に見直しを実施中Jの公社を封書良とし‘実施期聞が10年以ょのものは陣いたrOJの9公社とした。
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目標(，)

D 

63 

--100 

3 

100 

100 

100 

100 

6 

100 

J 

J 

13 

100 

100 

100 

90 

平成23写3月31回現在

分収割合

契約件数 の見直しlこ 年間契柏
係ねるプロ 変更件数
ハ二職員数 (件/人)100叫に要す 摘 要

進修(包)
る年数 〈人)

L 

E F=l日'"本C K 08辛口1100事E

1100/C/K 

79 9 10 
保安梓と平降車梓畳'"スギムエ体面積

141~凹00.告封訟として、件世ベー~臼lI(ll 凶件h

ト---
ー-

----d戸-- (未着手〉

55 9 4 82 

73 4 5 
2 市町村;宵梓と財産区有梓のみで、件也ベ-~

日'"件〉

18 50 8 3 

37 8 4 30 

40 15 5 24 

3 100 5 21~~~:S6Z .5 55 :~5 
S62.5- eo:~o で盟的

29 24 3 
2市町相有梓と財産区有梓申みで、件砲ベー1

5'(111件}

(3) H231J'ら若手(中期幡宮計画で見直し瑚問聖3

10 120 
年とした1
Uわ湖公社!;tH23中"温賀明雇通梓公社と合掛

(3) の予定

79 8 14 11 

ト---------l，....---" {来若手}

ト「戸---戸
c--戸d

{章帯平}---100 1 3 61市町軒有純白みで、件世ベース131(・"件E

65 8 28 8 

68 ? 4 32 

81 6 16 26 

20 15 5 
17 眠に持岨割合吾輩更した割合で典的しZい事面

屈を肱E‘件劃ベース抑制日，.件}

6 9 35 



3-5 分収割合の見直しの考え方

実際に森林整備に要した費用からの試算

O 分収割合の見直しについて、長期収支試算に基づき、

②実際に森林整備に要した費用(人件費等の管理費を除いたもの)

③分収林から得ることが見込まれる伐採収入

により、公社と土地所有者の収益割合の試算を行った。

①公社が実際に森林整備のために負担した費用

-森林整備に係る直接事業費 (a) 2 1 1億円

・事業実施に必要な間接経費 2 1億円

(211憧円 x1 0 同業~21 億円)

計

-国 県からの補助金 (b)

.公社の実際の負担額

(232億円 85億円=147億円)

②伐採収入見込み

二壁翠盟主皇i
計

232億円

85億円

1 47億円

1 78億円

178億円

=今 実際の森林整備に公社が負担した額を伐採収入で賄うとの考え方に

基づくと

1 47億円-;-1 78億円 82， 5%  

= 公社の分収造林割合 80%  

※国の補助事業(森林整備)で定められている間接経費の割合(諸掛率 事業費

10.....30%)の最も低い割合(事業費の 10判)とした。

く平成 22年度長期収支試算〉 (単位百万円)

収 入 支 出

区分 金額 区分 金額 備考

県借入金 (17，302) 6，089 事業費 (a) 21，117 森林整備に要する経費

国県補助金 (b) 8， 546 管理費等 6， 794 人件費、事務費等

伐採収入 (0) 17，815 県償還金 (32，533) 10，427 

公庫借入金等 17，302 公庫等償還金 25，236 

土地所有者等
所有者分収金 6，988 

借入金

計(A) (J1，858) 49，752 計 (8) (92，668) 70，562 

差引 (A)-(8) 企 20，810

※ 金額欄の( )は公庫等償還金の重複を吉めた額

長期収支試算 現在の木材価格で、すべての分収林契約が終了する H67まで事業

を実施した場合の収支の見込み

(考え方)

口土地所有者に一定の割合を求める水準として、土地所有者の分収!

c> 
割合 (40/100)を 1/2とする ; 

口他県の見直し状況 00:30-90:10)の平均的な水準に近いものと!

する

(最低限でも森林整備に要した公社負担分を伐採収入により賄う:

水準とする)

ー 23-



第 4 公社の存廃について(改革プラン P1 3-) 

4-1 改革の前提としての試算

| 改革の前提としての試算

※ 01立、分収林全体田平崎町 h，当たり単価であり、実際には轟林白状現により異なるa

24 



長期収支見込み4-2 

参考:現在の長期収支見込み

分収割合は、公社 60 所有者 40

県、公庫、市中金融機関には約定により償還

事業に必要な経費について、公庫からの借入を継続(H42まで)

伐採収入は、過去 5年間の県内市場の取引価格の平均値により算出

平成22年 11月30日を基準日として誤算

主竺到

0

0

0

0

0

 

考え方

O 公社では、市場価格に基づく時価評価により、取得原価に基づく簿

価との相遣を杷握するため、全ての分収林契約が終了する平成 67年

まで現在の木材価絡で推移した場合を想定した長期収支見込みを、毎

年度、公表している。
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(単位百万円)

S40-H67 

a 71 ，858 

28，195 

8，546 

17，815 

17，302 

92，668 

21.117 

6，794 

32，533 

25.236 

H24-H67 

主主--
31，509 

12，634 

817 

17，811 

248 

79 

0 

37 

0 

16.341 

0 

37 

16.254 

Z函ドl

H67 H53 H54 

1.395 970 

223 200 9 。
1.172 761 

。 。
1.286 1.144 

o 。
44 44 

599 627 

179 165 

464 308 

109 企 174

H43 H44 

1.155 995 

282 231 

。 。
873 764 

。 。
658 656 

。 。
51 51 

34 129 

231 180 

342 296 

497 339 

:0本格的な伐採 ! 
により収支は ; 

更にプラスに

R
U
 

内，
L

H34 H35 

519 662 

482 482 

26 25 

。 145 

11 10 

1.079 572 

37 35 

64 64 

560 。
41自 418 。 55 

... 560 90 
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$40の~計H23 

収入 a 40.349 

県借入金 15.562 

園・県補助金 7.729 

伐採収入 4 

収 公庫惜入金棒 17.054 
入 支出 1

0 39.自92
と
支 事業置 20.050 

出 曹理費智 4.497 

県償還金 378 

公庫晦慣遭金 14.902 

所有者分岨金 66 

収支差 '-0 457 

資産 c 27，165 
資

うち涜動資産 526 
産

と うち森幹資産 26.528 
負

負債 27.391 
慣

差引(純資産) ド-d企 226



参考:分収割合の見直しは行わず森林整備の見直しのみを行った場合の長期収支見込み

S40-H23 
の計

収入 a 40，349 

県借入金 15，562 

国県補助金 7，729 

伐探収入 4 

収 公庫借入金等 17.054 

入 支出 Ib 39，892 
と
支 事業費 20，050 

出 管理費等 4，497 

県償還金 378 

公庫等償還金 14，902 

所有者分収金 66 

収支差 a-o 457 

資産 C 27，165 
資

うち流動資産 526 
産
と うち森林資産 26，528 
負

負債 27，391 
債

差引(純資産) (-d ... 226 

H34 H35 

568 611 

」ー482 482 

26 25 

49 93 

11 10 

1，098 554 

37 35 

64 64 

560 。
418 418 

20 37 

... 530 56 

i伐採が始まると、
l伐採収入により収

l入はプラスに転換

H43 H44 H53 

551 502 686 

282 231 223 

。~_o 。
269 271 463 

。 。 。
430 467 1.014 

。 。 。
51 51 44 

34 129 599 

231 180 179 

114 108 192 

1 21 34 ... 328 

26 

H54 H67 

622 518 

209 78 
‘"・。 。

413 439 

。 。
1.020 16.511 

。 。
44 37 

627 16，254 

165 41 

184 178 

... 397 

l返還猶予していた
i 県への償還により i 
l収支は大幅にマイ

!ナスとなる

a 

b 

(単位百万円)

の計
540の~計Hl07 

30，826 a 71，175 

12，994 28，555 

817 8，546 

16，768 16，772 

248 17.302 

53，449 Ib 93.341 

1，068 21，117 

2，657 7，154 

32，515 32，893 

10.334 25.236 

6，875 6，941 

.-0... 22，166 

|ト-5ルでは222
l億円のマイナス

債務超過)と見
!込まれる



参考・分収割合の見直しと森林整備の見直しを行った場合の長期収支見込み

S40の~計H23 

収入 a 40，349 

県借入金 15，562 

国県補助金 7，729 

伐採収入 4 

収 公庫借入金等 17，054 

入 支出 b 39，892 
と
支 事業費 20，050 

出 管理費等 4，497 

県償還金 378 

公庫等償還金 14，902 

所有者分収金 66 

収支差
a-b 457 

資産 C 27，165 
資

うち流動資産 526 
産
と うち森林資産 26.528 
負

負債 d 27，391 
債

差引(純資産) c-d A 226 

H34 H35 

568 611 

482 482 

26 25 

49 93 

11 10 

1，089 536 

37 35 

64 64 

560 。
418 418 

10 19 

A 521 75 

i伐採が本格的に i 
l始まると、伐採収 J 

入により収入はプ
ラスに転換 i 

H43 H44 

551 502 

282 231 。 。
ト一一一269 

271 。| 。
373 413 

。 。
51 51 

34 129 

231 180 

57 54 

178 88 

27 

H53 

686 

223 

。
463 。
918 。
44 

599 

179 

96 

A 232 

(単位百万円)
一一一一一一，"・a・-H 向、 「

H54 H67 

622 518 

209 78 

。 。
413 439 

。 。
928 16，422 。 。
44 37 

627 16，254 

165 41 

92 89 

A 305 ... 15，904 

l返還猶予していた 1 

1県への償還により
l収支は大幅にマィ j
lナスとなる l 

a 

Ib 

30，826 a 

12，994 28，555 

817 8，546 

16，768 16，772 

248 17，302 

50，011 b 89，903 

1，068 21，117 

2，657 7，154 

32，515 32，893 

10，334 25，236 

3，438 3，503 

|ト 骨ルでは187
1億円のマイナス 1 

債務超過)と見 ; 

i込まれる



4-3 改革の取り組みに必要な期間

1 公社の廃止手続き

O 公社の廃止・分収林管理の県への移管に当たっては、土地所有者と

の分収林契約を県が承継する必要がある。

O 公社の廃止、分収木の承継は所有者の同意が得られなくても法的に

は可能であるものの、分収木は共有であるため、処分に当たつでは土

地所有者の同意が必要である。(同意が無ければ伐採ができないことに

なる。)

O また、分収割合の見直し、契約期間の延長を行う上で契約変更が必

要であることから、土地所有者の事務手続き等に配慮し、公社の廃止・

分収木の処分についての同意を得ながら契約変更を行う。

2 分収割合の見直し

O 現行の公社 60 土地所有者 40を公社 80 土地所有者 20に変

更をお願いするものであり、所有者の収益は 1/2となる。

O 契約者数 4，875人、契約件数 3，336件(※ 差は共有林等

があるため)の中で、契約者の相続手続きが行われていないものも相

当数あると見込まれる。

O これらの状況を踏まえると、分収割合の契約変更行うためには、相

当な時聞を要する。

3 契約期間の延長

O 上記 1、2の同意取得に併せて行う必要がある。

O 上記同様、契約者の様々な意向を踏まえて理解を得ていくためには、

相当の時聞を要する

ー 28-

(他県における分収割合の見直しの状況)

(分収林契約の状況)

本県 他県(平均)

O 契約件数

O 契約面積

3，336 f牛

7， 663ha 

1，767件

12，7B9 ha 

1件当たりの面積 2.3ha 7.2ha 

※本県の件数、面積は分収造林のみ

O 本県の分収林契約は、見直しを行っている他県と比べると、契約面積

は他県平均の約6寄!と少ない。

O 方で、契約件数は、他県平均の約2倍となっており、土地所有者(契

約者)との調整に多くの労力を要することが想定される。

O 見直しを実施している県では、職員1人当たりの平均で年間35件の契約

変更を行っている。

O このことから、本県での実施を想定すると、職員20人で実施した場合

には5年、 15人で実施した場合には6年、 10人で実施した場合には10年の

期聞が必要

※ 3，336件 (35人/年x20人)= 4. B年

3，336件ム (35人/年x15人 6.4年

3，336件+(35人/年xl0人) = 9.5年

4ユ
O 他県では分収割合の見直しのみを所有者と協議しているが、本県の場

合は

①公社の廃止手続き ②分収割合の見直し ③契約期間の延長

について、同時に土地所有者の同意を得ていく必要がある。



4-4 公社存続を想定した収支見通し(案 1) 

O 公社は存続 (新法人へ移行)

O 県から貸付を継続

O 財団維持のために県から補助

れまでの公社の経営状況 ! 

54003~2十H23 

収入 a 40，349 
県借入金 15，562 
県補助金

収 伐採収入 4 

入 公庫惜入金圏補助金他 24.783 
と 支出 b 39，892 
支 事業費管理費等 24，547 
出 県償還金 378 

卜公所庫等償還金 14，902 
有者分収金 66 

|収支差 a-b 457 

資産 c 27，165 
うち流動資産 526 
うち森幹資産 26，528 

負債 I d 27，391 
差引(純資産) le-d.... 226 

i① 伐採収入が少ない H42までは、外部 1

1 借入金(公庫=市中)への償還に必要 i
な額を、毎年、県から貸付

(伐採収入が増加する H43以降は不要): 

H24 H25 

664 610 
〉 326 502 
D 227 。

2 2 

108 106 
662 608 
220 208 

② a 。 。
r' 442 400 

1 

2 2 

27，396 27，613 
528 530 

26，757 26，972 
27，393 27，608 

3 5 

制
一
円
一
什
一
川
一

7
=川

同一

② 伐採により森林資産の減損(簿価〉時価): 

が必要になり、債務超過が発生

これを回避するため、財団の資産確保:

(300万円)に必要な額を、毎年、県から補助 i

ー一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一l

H43 H107 

69 
0 
56 
13 
0 -2日乱
9 

26，42旦
0 
3 

358 
269 
0 

334 

439 
439 
0 

127 
37 
0 
1 

89 

ー 29

62 
0 

51 
0 

227 
57 

293 7511 性益主主

227 
23 -92 

出ド盟争

巾引ゴ@④ こ羽の結僻果 2日6日 5晴一億
(現金)を公社が保有することになる

』

(最終的には、この現金を県へ償還す

ることにより債権放棄を回避)

入

こ
借

る
県

す
ら

信
t

1

 

4μ

ーし

注
'
じ

わ

と

削

U

一
」

一
を
る

一
助
す

一
禍
還

一
の
償

一
県
を金

一③

とから、県への償還を猶予

(単位百万円)

H24~Hl07 

① 

② 

③ 

A-B=O 

圃 県からの補助は総額で 183億円

債権放棄は発生しない

圃 公社が多額の現金を有しながら、県が補助を

投入し続けることになる 実質 約 183億円の皇負担となる



存続案1(岨主語草)
(公社への宜付け、補助を瞳輯した場合)

「石百T 百万E寸「百百寸日7 I H?!! I H?9 I H~O I目 l1H321H331H341H悶
広両日 (単位百万円)
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4-5 公社存続を想定した収支見通し(案2) 

改革の手法I

O 公社は存続 (新法人へ移行)

O 県から貸付を継続

O 財団維持のために県から補助

O 県繍助が困雛になった時点で債権放棄

i① 伐採収入が少ない H42までは、外部借!

入金(公庫・市中)への償還に必要な額!

を、毎年、県から貸付

(伐採収入が増加する H43以降は不要)

!通伐採により森林資産の減損(簿価〉時価)、

が必要になり、債務超過が発生

これを回避するため、財団の資産確保 (300: 

万円)に必要な額を、毎年、県から繍助日れまでの一一二一;ふ-j

の計
収入 ， 40.349 
県借入金 15.562 
県繍助金

収 伐採収入 4 

入 公庫惜入金・園補助金他 24.783 
と 支出 b 39.892 
支 事業費・管理費等 24.547 
出 県償還金 378 

公庫等償還金 14.902 
所有者分収金 66 

|収支蓋 '-0 457 

資 資産 c 27.165 

産 うち流動資産 526 
と うち森林資産 26.528 
負 |負債 27.391 
債 |差百1(純資産) |cd'... 226 

H42 

404 
1 71 

111 
115 

7 
312 
62 
0 

227 
23 
92 

- いずれかの時期に債権放棄が必要であり、

改革の先送りとなる

!② ただし、 H43以降は事業費、公庫等償還金 i
に必要な額を、毎年、県から補助

H24 H25 

① 

② 

6641 610 
3261 502 
2271 0 

21 2 
| 1081 106 

6621 608 
2201 208 。。

| 442μ 呼

H43 

罰百
0 

277 
269 
0 

334 
51 
0 

227 
57 

212 

27.396 27.613 
530 

笠丘三
27.608 

5 

28.984 
1.518 

包.355

28主主
3 

528 

釜牟よ
27.393 

3 

山一川
一山一
鵠

(単位百万円)

① 

② 

2旦笠E
8.603 
11.672 

13.967 

1...................1 13.856 
O -26.563 

:③ H43以降は債務超過が発生

3 -企 26，409

債権放棄|立、毎年度、必要な額を

行うか、 H43に一括して行うこと

となる( 括して行う場合には

1 26倖問、
ノ i

-31 -

- 県からの補助は総額で

債権放棄額は

57億円

1 26億円

実質 約 183億円の県負担となる



存続寮2(眠主鼠算}
{公担への賞付け、捕助を継崎、県宜付金lま彊権雄草した渇合)

-32 -



4-6 公社廃止を想定した収支見通し

. 改革の手法

O 一定期聞は公社を存続し、改革の取り組みを実施

O 公社の存続中は、県から楠助

o 5年後を目途に公社は廃止、分収林は県へ移管

O 公社廃止時に県貸付金は債権放棄

l①公社存続中は、公庫・市中借入金の償還 i
に必要な額を、毎年、県から摘助

」
一
波
)

一
創

同

一
経

』

戸
の
一

山

4
4

一
公

一

…
…一

一

一
品
一

F
I
l
l
一

公社を廃止し、

分収林を県に移管
(単位百万円)

S40-H28 S40の~針H23 

収入 a 40，349 
県借入金 15，562 
県補助金

収 伐採収入 4 
入 公庫借入金ー園補助金他 24，783 
と

支出 b 39，892 支

出 事業費・管理費等 24，925 
公庫等償還金 14，902 
所有者分収金 66 

収支差 a-b 457 

資産 c 27，165 

うち流動資産 526 
資 うち森林資産 26，528 
産

負債 d 27，391 
と

うち公庫借入金 5，873 負
債 うち市中金融掴間借入金 1，880 

うち県借入金+未払利息 19.4 76 
差引(純資産) ドーd.a.226 

27，167 27，169 27，171 27，172 27，173 

528 530 531 533 534 
26，528 26，528 26，528 26，528 26，528 
27，067 26，780 26，501 26，225 25，942 

5，650 5.466 5，291 5，122 4，947 

1，778 1，675 1.571 1.465 1.357 
19.476 19.476 19，476 19.4 76 19.4 76 

99 388 670 947 1，231 

廃血時的軍単純置産は時価評価 6傍円

その他由盟会第由直彦 6使向

計 、2憧円

山一一一一一一一一ーL一一 ② 公社廃止時には、県貸付金
債務残高 (平成2B年度末見込み) ↓ 195億円から、時価評価に

門言言言言'1 よる資産 12億円を減じた、
県 1 95億円 ・・・・M 頁帽凪軍

-11 l • ，[ 斗83皐旦の債権放棄が必

公庫 49億円 -・E ・--1県が百き受ナ 11I 要となる
市中 1 4億円 一 一~ II 63億円 111 

F 山 深樋吉正記長主正当いそ議i~宝石月二尋議孟推進債の活用を横射したものの、その矧慣が
平成 25年置恨りであることから、 県が債務を承継することとする。

-33 -



前ページから

i③ 公社廃止により法人管理費;

(人件費)を 9億円縮減

※ プ口パー職員の再雇用先の i 
確保が必要

県が分収林を管理 (H29からと置宣して誌算)

H29 H30 

収入 a 76 88 

伐採収入 20 44 

収 国補助金 56 45 

入 支出 b 504 501 
と
支 事業費・管理費 112 98 

出 公庫等償還金 387 395 

所有者分収金 5 8 

収支差 a-b 企 427 .A 413 

H43 H44 

269 271 

269 271 

。 。
305 248 

21 21 

227 174 

57 54 

企 36 22 

(単位百万円)

H29~H107 

の計

4391 17.118 

1川
16，757 

361 

13，007 

251 11 1.881 

01 7，690 

器 片
3，436 

④: 

h
'
E
E
E
t
4

る

一

4
1
1
1
1J
仲

な

zhw
と

一

す

字

一

一

加

黒

一

~

曲

目

斗

」

小

一

一
が
支

一

入

収

一

一

収

、

一

一
採
は
み
一

一
伐
降
込
一

以
見
一

一

④

一

34 

圃 県移行後の最終の収支は 41億円の黒字

公社廃止の作業期間 (5年間)に25億円を補助 ① 

廃止時の債権放棄額は 183億円 ② 

(183億円+25億円-41億円)

実質 約 167億円の県負担となる



公社廃止を想定した収支見通し
(平成28年度まで公祉を担師、 平成田年3月に廃止し、分収林を県に桔管した場合)

一一→|慣棺融制 18.276百万円|

間百草モ百
一有官官

官烹吉

457 

量豊主主1
主阜

[核家主体

般
入
と
支
出

策
室
と
負
債

ト12.9 I H30 I H31 I H32. ， H33 I H34 I H35 I H38 I H37 I H38 I H39 I H40 I同 1I H42 I H43 I H44 I H45 I H柑 1~7 1_1_1 ~ 1 ~1 1 _IHal_lwl~.

761 881 851 85) 691 75111811471 2431 10811011 1401 1431 1231 2691 2711 4001 3171 3691 4181 4301 "041 4311 4291 4631 4131 3701 296 

潤41-fト4ト 書卜釦→:141ト2214ド特ド号ト噌ト勾凶噌 ベト司」俳 36~1 41 ~1 43~~噌」号トJZ;ド可十.31~1-1唱1--1.警
5041 50115011499148314931503150315181389132313271 3031 2901 3051 2481 2931 2831 3051 3191 3171 2941 2891 2801 2851 2651 2231 183 

EI 5B] 541 441 3~L271 351 35 33L2'.1 201 221 19L-2'J _ _ OL __ OL-.Qj一一--"1__ OI __  OLー~__  0L-21 _ _ 0一一旦L-21__  0L-2 
391 401 401 40J 351 則 331 351 401 331 321 351 291 引 21 引 231 181 21' 241 251 231 251 241 261 2.41 171 1J 

3871 3951 3981 4031 4031 41川 4161 4101 4021 3161 2.521 2411 2261 22汁 2271 1741 叩01 1991 2121 2121 2061 1911 1781 1701 ¥62 柑 1271 101 
s al 91 111 91 釧 191 241 431 191 181 301 291 引 571 541 801 661 721 831 861 ~I 861 86 田町四"

A 42714削 31企 4161企 414144141企 削 81企 3851企 35til企 27514 2611.4 2221企 1881企 160141671 企 361 221 1071 341 641 991 1131 1101 1421 1481 1781 1491 1471 113 

l H57 1 H58 I HS9 1 H60 1 H61 

四人 " 2851 2771 2531 2451 30! 
L聾里盟主__.J 担割 27.71 2~3I. .... 2#L.rUI 
I図書助金 U 01 01 01 01 (1 

日支出 H 1511 1441 1121 961 112 
1 事業費 町 内，，1 ，，1 ，，1 

管理費

~!f-.里里里望全

(噂住吉方向)

年度

1収主

園繍助金

宮古一一

圭豊里
管理費

主豊空空里重金
長智盟主

県](l事業主体

収
入
と
支
出

HB1 

，.. 豆E」量生
1計十一

H76 _t!T5_ 並立l.!!旦上HI 

旦包ι主主11 

査担
11 10 口19 ，. 五t23 28 22 25 主14 
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Z031 2021 1611 2031 1741 1531 1401 1491 1121 951 

年J 計叫ドヰ斗ド寄ド寄ド争 H計四噌1.
521 531 431 591 461 391 311 391 291 241 

.~ I .~~~I----JI ~ I ~I ~ I ?Igl-

103 量三当110 

12 同
一』
1

管理費

公庫市中償還金

」里主旦主

r EE 



4-7 検討案の比較

改革の手法 県負担 実施の方向性

O公社は存続 公社への補助 A183億円 -財団維持を目的に、公社が多額の現金を有しながら、

O県から貸付を継続 県が補助を続けることは、財政規律を無視したもので

存続案1 O財団維持のために県から補助 債権放棄額 。億円 あり、県民の理解を得られない

f; 5十 企183億円

O公社lま存続 公社への補助 A57億円 -将来的に、改革の取り組み(債権放棄)が改めて必要

O県から貸付を継続 となる

存続案2 O財団維持のために県から繍助
債権放棄額 企126億円

-単に、問題の先送りとしか見られない

O県補助が困灘になった時点で債権放棄

d回，.. E十 企 183億円

O一定期間は公社を存続し、改革の取り組 県移管後の収支 十41億円 -将来的な県負担の縮減が図られる

みを実施 県が分収林の管理を行うことにより、県有林と 体的

O公祉の存続中は、県から補助 公社への繍助 A25億円 な事業の実施や、公益的機能の発揮に重点を置いた森

公社の廃止案 05年後を目途に公祉は廃止、分収林は県 林管理が可能となる

に移管
債権放棄額 A 183億円

-公社と連携して改革の取り組みを実施できる
O公社廃止時に県貸付金は債権放棄

dEh 2 計 企167億円

-36 -



4-8 全国の林業公社の動向

.遣
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※褒綜建備法人全国Ill.金調査{翠成"年6)l)から作成

今後の方向

公."主人制民改革に伴う繊討紋皮
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4-9 (参考)公社廃止を想定した収支見通し

第三セクヲ一等改革推進債を活用して廃止した場合

.改革の手法|

- 公社廃止による県負担の縮減が可能

圃 分収林の県への移管(分収割合の見

直し)に必要な土地所有者約 5千人か

らの同意取得(契約変更)には時聞を

要する

圃 このため、公社の廃止が遅れ、平成

25年度が期限である三セク債の活用が

難しいことが想定される

j① 公社廃止により法人管理費 ;

(人件費)を 11億円縮減 : 

O 公社は廃止、分収林は県へ移管

O 外部借入金(公庫市中)は県が引受け、

O 県貸付金と引受けた債務は債権放棄

の先
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一
要
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同
窓

パ

必
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仮

確

一

と

Mm

ら

-g
里
山

一
理

一
管

一

志
己

…
林

一
か

一
が

一
県

三セク債で処理

百戸hH伝記
S40-H231'十

収入 a 40，349 

伐保収入 4 

公B・f・λ金由緒助金他 24，763 

収 県借入金 15，562 

入 支出 b 39，692 
と 事業費・官理費等 24.547 
主
出 県償還金 376 

公庫等償還金 14.902 

所有者分収金 66 

収支差 ，.b 457 

資産 c 27.165 
貴

うち流動量産産 526 

と うち森林貴産 26，528 
負 負債 d 27.391 
慣

差引{腕資産) ，.d 企 226

.. 
① 

③l 

¥~ J ノ

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

収入 a 111 108 99 80 69 76 86 85 85 69 75 118 

伎標収入 2 2 2 2 20 44 46 53 '3 .9 93 

国補助金 108 106 96 76 68 56 45 39 32 26 26 25 

支出 b 1，664 1，040 1，016 984 963 941 919 904 885 858 77 86 

事量費・菅理費等 175 170 
「-515588 

137 127 112 98 94 85 72 67 68 
ー-・一一 一四
三セウ債償還壷 881 870 847 ド835 82. 812 ト8巴 789 778 

晶圃圃 園田‘一-一一ー， 晶一司・-_.• ーーーー.
違約金 807 

所有者分収金 1 s 8 9 11 9 10 f9 

収支差 ，.b ... 1.753 企 931 企 918 企 905 企 894 企 864 企 831 企 819 企 800 企 789 企 2 32 

同
q
H
V

理広時四緑件費産は時価評恒 ， 2憧円[現金等含む}

② 公社廃止時には、県貸付金 195億円か

ら、時価評価による資産 12億円を減じ

た、 183億円の債権放棄が必要となる

l;高 ¥¥¥¥zd公 59億円 4三Tf j 組みであるため、組会の諮決においては、外
申 1 9億円 lown 

ι 195億円 司直HEie tf三:8酬を含めた 261億円の慣

計 273億円 ! 帽皿~/J' I.U

※ 三セウ債は県が債務を事|受けて処理する仕

- 38 -

1 
;③ 三セウ債は 10年間で ! 

の償還のため、一時的な :

財政負担が大きくなる

一方、期間が短縮され f

るため、利息が 13億円:

軽減できる

(単位 百万円)

H24-HI07!十

a 17，564 

16.768 

817 

b 15，187 

五羽①
8，294 

807 

3，438 

，.b 2，397 

- 県移行後の収支|立、三セク債の償

遣も含めて 24億円の黒字となり、

廃止時の実質的な債権放棄額は

1 8 3 {意円であることから、

(+24{車内ー183億円)

約 15 9億円の県負担となる



省参考軍三セクタ 等改革推進慣を活用(収支鼠算}

[事業主体 緯象公社]
F咽ー・m 

1'1憤権出量罰則00百万円l
¥.'W.. ~ Iコn，

年度 HZ3までの計 岩手度 H24 H25 H26 H21 "26 H29 H30 "" H32 H" H34 "35 H36 H3J H36 刊" H‘。 H41 H42 H<J H" H45 H46 H<7 H48 H49 

岨λ 40.349 収入 111 108 99 80 69 76 88 85 85 69 75 118 147 243 108 101 140 143 123 269 271 400 317 369 418 430 

伐揮収入 4 

公庫借入企 画補助申抽 24，783 

!!!署捜入 2 2 2 2 ， ，. .. 4fi 5 43 '9 " 
1白 ， .. 

" s・
1副 130 115 ， .. 271 400 初 」一，.一。. 418 430 

冒補助傘 108 106 96 J8 '0 56 " 35 32 26 " 25 
，. 23 15 ，. 

" 13 7 o 。 o 。 o 

県惜入金 15.562 

収支出 39，892 入 主出 1.864 1，040 1.016 984 963 941 919 904 885 858 77 86 93 116 73 J1 87 17 53 7B 75 103 84 93 105 111 

と 司区銀賞'" 20.094 調修業費 。" 130 118 " 88 73 " " .. 3J 37 35 35 33 " 20 " 19 11 o o 。 。 o 。 。
支出 管理費 4，453 

県償還金
'" 公庫ー市中慣這倉 14，902 

菅理費 公・ s・
TL  B-4SO SF 
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B07 o o 。 。 。 o 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 o o o 。 。 o 。

所有者分担金 66 所有者分担金 o 。 。 。 o s a 9 11 9 10 19 " 43 19 18 30 29 23 57 " so .. 12 83 86 

」一一一岨支の葺 457 岨支出量 企 1，753企9J1A 引 s企 曲 54. 894 企 864企 回 34. 819 "" 80C 企 789 .0.2 32 54 127 35 30 53 55 601 191 196 297 234 275 312 L竺?

年度 H50 H" "52 "53 H54 "55 H56 H57 H58 H59 H60 "51 H62 H63 H64 "65 H66 HB7 H68 H59 H7。H71 H12 H73 H7' H75 H76 H77 HJ8 H79 H80 

収入 404 431 429 453 413 370 295 285 277 253 2.5 305 214 331 397 375 437 439 389 486 403 354 322 336 256 231 170 161 132 161 139 

伐鐸寝入 40.‘ ." '"抱 <4:63' 413 37. '115 277 "" "与 出S 2" 331 39τ 37s 437 "" 399 

‘" 
相念 3o4 322 '36 2きe

円
170 '" 132 151 

ト守一一ー一 ~- <-. 』 。国繍助金 。 o 。 o o 。 o 。 。 。 o 。 。 。 o 。 o o o o 。 。 o 。 。 。

収 支出 103 110 110 122 116 96 76 74 78 65 63 82 70 85 102 96 112 114 104 139 107 91 85 88 66 61 44 41 36 42 36 

入 事後費 o o o 。 o o 。 。 C o 。 。 。 。 。 o 。 o e o 。 o o o o 。 。 。 。 。 o 
と支 管沼契 23 25 " 26 " 17 17 16 " 14 14 17 " 19 23 2J 25 25 " " 23 

，. 18 19 15 13 10 9 8 9 8 

幽 ニセク慣慣耳且金 。 。 。 o 。 o 。 。 。 o 。 o e o o o 。 o 。 。 o o 。 。 。 。 。 。 。 。 。
運約金 。 。 。 o 。 。 o 。 。 。 。 。 o o o o 。 G 。 o o o 。 。 o o 。 。 。 。 。
所有者分担金 目。 .. 86 " 92 79 " " 62 " .. 65 " .. 79 75 87 89 82 111 64 7J " 69 " " 34 32 29 32 " 収支の葺 301 320 319 340 298 274 220 ，，0 199 188 182 223 204 24& ~ 279 324 325 285 347 295 263 237 248 190 170 12& 120 96 119 103 

年度 H8J H" H8J H84 H" H86 H87 H88 H89 H90 H9J H92 "93 H94 H95 H" H97 H98 H99 Hloo Hl01 Hl02 H 103 Hl04 Hl05 HI06 Hl07 HlO自 H24-計

収λ 198 176 183 225 184 203 202 161 203 174 153 140 149 112 95 J2 64 55 62 44 59 47 34 39 20 18 13 o 17，584 

伐採収入 ". '" 1<l '" 
，.， 2伺 "" 161 20~ 17< 153 '‘。'" 112 .. 12 64: 

" ‘2 
.. ，. <7 3・四 " 18 13 1・7叫

国補助傘 。 o 。 o 。 o 。 。 。 。 o 。 。 。 o o o 。 。 。 o o 。 。 o o 。 。 '" 
収 主出 53 45 47 58 47 " 53 43 59 46 39 37 39 29 24 19 16 14 16 11 15 12 9 ，。 5 5 3 o 15，181 

入 事象費 o 。 。 。 。 o 。 o e o o 。 o o o o 。 。 。 o 。 o 。 G o 。 。 o 1.068 
と支 管理鍵 11 10 ，。 13 11 12 12 g 12 10 9 8 8 6 5 4 ， 3 4 2 3 g 2 2 1 G 1.580 出 三セヲ債償還金 of-一 <... 一4 o 。 。 o 。 。 o 。 o 。 。 。 o o 。 o o 。 o o 。 o 。 。 o o o 

遺約金 。 。 o 。 。 。 。 。 。 。 。 。 o 。 。 o o 。 。 。 o 。 。 。 o 。 o 。 -sL aw 

所有者分収金 <2 35 37 " " 41 " 34 
.， 36 31 29 31 " 19 14 13 11 12 9 12 9 7 8 4 4 3 。 3.4~3 

収支の蓋 130 136 167 137 151 149 118 145 127 113 103 110 83 70 53 47 41 46 32 44 35 25 29 15 13 10 o 2.397 

- 39 -


	参考資料
	15/41
	16/41
	17/41
	18/41
	19/41
	20/41
	21/41
	22/41
	23/41
	24/41
	25/41
	26/41
	27/41
	28/41
	29/41
	30/41
	31/41
	32/41
	33/41
	34/41
	35/41
	36/41
	37/41
	38/41
	39/41
	40/41
	41/41




